
空き家活用・流通支援専門家派遣制度
専門家（地域の空き家相談員※及び建築士）を空き家現地に派遣し、活用方法や流通、また修繕
等に関して、個々の事例に応じた助言や情報提供を行います！ ※京都市の研修を受けた宅地建物取引士

空き家の状況を踏まえた賃貸及び売却の方法、
相場、修繕箇所・費用に関する助言や情報提供など

空き家の・所有者
・管理者
・所有者から委任を受けた方

・京都市内にある、一戸建て又は長屋建ての住宅の
空き家

・１年以内に空き家となる予定の建物
＊住宅以外の用途を兼ねるもの（店舗併用住宅等）も含む
＊倉庫、集合住宅は対象外

・申請日から2週間後以降の日時（年末年始を除く）
・ご希望日をもとに実施日を決定し、ご連絡します。
・平日が難しい方は、土日祝の派遣も実施可能です。

相 談 内 容 申 請 対 象

派 遣 日 時対象空き家

相
談
の
流
れ

2週間後以降 約1か月後

空き家現地に専門家が伺います。
所見書（建物の状態やアドバイス
を記載）を送付します。

申請方法
裏面の申請書に必要事項を記入し、FAX、郵送又は
「空き家相談窓口」（下部参照）にて申請してください。
ホームページの申請フォームからも申請いただけます。

注意点

司法書士
相談

・キャンセルする場合は、実施日の2日前までにご連絡ください。連絡がなく、当日
来られなかった場合、再度の日程調整は行いません。また、以後、当該派遣制度
をご利用いただけません。

・専門家の調整がつかない場合、日時変更をお願いすることがあります。
・先着順に受け付け、予算額に達した時点で締め切ります。
・派遣後、専門家に活用や改修などを依頼する際には、費用が発生する場合があります。

派遣後、「相続人が多く、何から始めればよいかわからない」「相続人全員が遠方に
いる場合の円滑な手続き方法が知りたい」など、相続や登記についてお困りの方には、
司法書士が相談に応じます（無料）。ご希望の方は、お申し出ください。

実際に物件を見ていただき、色々とアドバイ
スいただけました。今後すべきことを分かり
やすく説明してもらえ、大変参考になりまし
た。

これまで思案ばかりで前に進めずにいましたが、
家の現状を分かりやすく説明してもらい、気持
ちが固まり、一歩前進することができました。
思い切って相談をして本当に良かったです。

利用した方々の声

発行／京都市都市計画局住宅室住宅政策課
令和８年３月発行 京都市印刷物第072129号

＜お問合せ・申請先＞ 空き家相談窓口＜京都市都市計画局住宅室住宅政策課内＞
電話：075-231-2323 FAX：075-222-3526
受付時間：9:00～11:30 13:00～16:30（土・日・祝・年末年始を除く）
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 分庁舎３階

京都市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

利用した方の9８％が「参考になった」と回答！

無料

申請者 京都市
申請

ホームページ
はこちら!

令和６年度利用者アンケートによる
利用者の声を紹介した動画をホームページで公開中！

ウェブサイト「京都市空き家対策室/Kyoto Dig Home Project」
・物件活用事例や、空き家に関する各種支援制度を掲載しています！
・空き家を放置するリスクや活用のヒントなどをショート動画でも紹介！

（所要時間：１時間程度）
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